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【公表日】平成19年11月15日(2007.11.15)
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【手続補正書】
【提出日】平成20年6月19日(2008.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管内の血栓を捕獲するための取出し可能なフィルタであって、
　長さ方向の軸線に沿って一緒にまとめられた第１の端部を有する複数の一次ストラット
と、
　該一次ストラットよりも長さが短く、該一次ストラットの間に設けられ、該長さ方向の
軸線に沿って一緒にまとめられた連結端部を有する複数の二次ストラットとから成り、
　各一次ストラットは第１の引張強さを有する弓形セグメントを含み、該弓形セグメント
は第１の端部から固定フックまで延びて、該固定フックは該弓形セグメントと一体であっ
て第１の絶対引張強さを有しており、各二次ストラットは他の二次ストラット及び一次ス
トラットと接触することを回避するようにして連結端部から自由端部まで自由に延びて、
各二次ストラットが該第１の引張強さよりも小さい第２の引張強さを有している、
　取出し可能なフィルタ。
【請求項２】
　複数の一次ストラットの第１端部を軸線方向に収容するように構成されたハブと、
　該血管から該フィルタを取出すために、該複数の一次ストラットの反対側に該ハブから
延びている回収フックと、を更に備えている請求項１に記載の取出し可能なフィルタ。
【請求項３】
　各一次ストラットは第１の太さを有しており、各二次ストラットは第１の太さより小さ
い第２の太さを有している、請求項１に記載の取出し可能なフィルタ。
【請求項４】
　該第１の太さは少なくとも約０.０３８ｃｍ（０.０１５インチ）であり、該第２の太さ
は少なくとも約０.０３１ｃｍ（０.０１２インチ）であり、該第１の絶対引張強さは約１
９６６ＭＰａ（２８５，０００ｐｓｉ）から約２２７６ＭＰａ（３３０，０００ｐｓｉ）
の間の範囲にあり、第２の絶対引張強さが約１９６６ＭＰａ（２８５，０００ｐｓｉ）か
ら約２２７６ＭＰａ（３３０，０００ｐｓｉ）の間の範囲にある、請求項３に記載の取出
し可能なフィルタ。
【請求項５】
　複数対の二次ストラットは複数対の一次ストラットの間に位置決めされており、各対の
二次ストラットは該夫々の二次ストラットの該連結端部の近くで互いに撚られて撚り部分
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を形成している、請求項１に記載のフィルタ。
【請求項６】
　各撚り部分は１つないし約１０個の撚りを有している、請求項５に記載のフィルタ。
【請求項７】
　該弓形セグメントは第１湾曲部分および第２湾曲部分を有しており、該第１湾曲部分は
該第１端部から延びており、該第２湾曲部分は該第１湾曲部分から延びて該固定フックの
ところで終わっている、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の取出し可能なフィルタ。
【請求項８】
　該第１湾曲部分は該フィルタの該中央軸線から半径方向に延びるように構成されており
、該第２湾曲部分は該フィルタの該中央軸線に向けて半径方向に延びるように構成されて
いる、請求項７に記載の取出し可能なフィルタ。
【請求項９】
　該第１および第２湾曲部分は該フィルタの該中央軸線と非平行な関係を有するように構
成されている、請求項７に記載の取出し可能なフィルタ。
【請求項１０】
　各一次ストラットは超弾性材料、ステンレス鋼ワイヤ、ニチノール、コバルト－クロム
－ニッケル－モリブデン-鉄合金またはコバルト－クロム合金で形成されている、請求項
１乃至９のいずれか１項に記載の取出し可能なフィルタ。
【請求項１１】
　各二次ストラットは超弾性材料、ステンレス鋼ワイヤ、ニチノール、コバルト－クロム
－ニッケル－モリブデン－鉄合金またはコバルト－クロム合金で形成されている、請求項
１乃至１０のいずれか１項に記載の取出し可能なフィルタ。
【請求項１２】
　該ストラットは転移温度を有する形状記憶合金で形成されている、請求項１乃至１１の
いずれか１項に記載の取出し可能なフィルタ。
【請求項１３】
　該ストラットは、該ストラットの温度が該転移温度にほぼ等しいか或はそれより高いと
きに該拡張状態へ拡張する、請求項１２に記載の取出し可能なフィルタ。
【請求項１４】
　該ストラットは、該ストラットの温度が転移温度にほぼ等しいか或はそれより高いとき
に該収縮状態へ収縮する、請求項１２に記載の取出し可能なフィルタ。
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